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教 育 委 員 会 規 則

島根県立高等学校規程の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年３月31日

島根県教育委員会委員長 土 田 好 明

島根県教育委員会規則第11号

島根県立高等学校規程の一部を改正する規則

島根県立高等学校規程（昭和31年島根県教育委員会規則第21号）の一部を次のように改正する。

目次中「授業料」の次に「、受講料」を加える。

第８条の２第１項中「第86条」を「第87条」に改める。

第26条に次の１項を加える。

３ 校長は、前２項の規定にかかわらず、外国から帰国した者の編入学の機会を確保するため必要があると認めるとき

は、各月の初日において編入学を許可することができる。

第９章の章名を次のように改める。

授業料、受講料、入学料、受検料及び聴講料第９章

第39条の見出し及び同条第１項中「授業料」の次に「、受講料」を加え、同条第５項中「授業料」の次に「又は受講

料」を加え、同項を同条第７項とし、同条第４項中「授業料」の次に「又は受講料」を加え、同項を同条第６項とし、同

条第３項を同条第５項とし、同条第２項中「前項の授業料」を「第１項の授業料及び受講料」に改め、同項を同条第４項

とし、同条第１項の次に次の２項を加える。

２ 高等学校等条例第４条第１項ただし書及び第５条第１項の教育委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合と

し、高等学校等条例第４条第１項ただし書及び第５条第１項の教育委員会規則で定める期間は、当該各号に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

⑴ 入学又は編入学（専攻科への入学又は編入学を除く。）した年度の４月から７月までに納付すべき額を納付する場

合 当該年度の８月１日から同月26日まで

⑵ 各年度の７月からその翌年度の６月までの間に高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年法律第18号）

第３条第１項に規定する就学支援金（次項第２号において「就学支援金」という。）の支給を受けていた者が、当該

年度の７月から10月までに納付すべき額を納付する場合 当該年度の11月１日から同月26日まで

３ 高等学校等条例第７条第１項ただし書の教育委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書

の教育委員会規則で定めるときは、当該場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるときとする。

⑴ 入学した年度の受講料を納付する場合 当該年度の８月１日から同月26日までの間

⑵ 各年度の７月からその翌年度の６月までの間に就学支援金の支給を受けていた者が、当該年度に納付すべき受講料

を納付する場合 当該年度の11月１日から同月26日まで

様式第６号を次のように改める。
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号外第64号 島 根 県 報 平成26年３月31日

（第８条関係）様式第６号

文 書 番 号

年 月 日

島根県教育委員会 様

島根県立 高等学校長 氏 名 印

教 育 課 程 承 認 申 請 書

編成したいので
別紙のとおり教育課程を 承認を申請します。

変更したいので
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号外第64号 島 根 県 報 平成26年３月31日

（別紙）

県 立 高 等 学 校 （ 分 校 ） 教 育 課 程 （ 編 成 ・ 変 更 ） 計 画 表

課 程 学 科 類 型 の 名 称

教 科 科 目 備 考
標 準 学 年 別 単 位 数

単 位 数 １ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 計

共 通 教 科 ・ 科 目 単 位 数 計

専 門 教 科 ・ 科 目 単 位 数 計

総 合 的 な 学 習 の 時 間

ホ ー ム ル ー ム 週 当 た り 時 数活 動

単 位 数 及 び 週 当 た り 時 数 の 合 計

学 校 設 定 科 目 単 位 数 計

(注) １ 変更計画の場合は、変更部分の教科・科目・単位数を朱書し、事由書を添付すること。

２ 選択科目については、同時展開の科目ごとにア、イ・・・群を単位数の左に記して区別すること。

３ 代替科目については、相互の科目名の備考欄に代替した科目名、単位数を記入すること。

４ 本表は、２部提出すること。

５ その他参考資料を添付すること。
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号外第64号 島 根 県 報 平成26年３月31日

様式第12号中「２ 週当り個人別、各教科・科目別担当時数表（別紙２）」を「２ 週当たり個人別、各教科・科目別

「

担当時数表（別紙２）」に改め、同様式別紙１中 普 通 科 目 計 を

」

「 「

共 通 教 科 ・ 科 目 単 位 数 計 に、 専 門 科 目 計 を

」 」

「 「

専 門 教 科 ・ 科 目 単 位 数 計 に、 ホ ー ム ル ー ム 週 当 た り 時 数 を

」 」

「

ホームルーム活動週当たり時数 に改め、同様式別紙１（注）中「園芸」を「生物生産」に、「漁業、衛生看護

」

等」を「水産等」に改め、同様式別紙２中「年度週当り個人別、各教科・科目別担当時数表」を「年度週当たり個人別各

「 「

教科・科目別担当時数表」に、 ホ ー ム ル ー ム を ホ ー ム ル ー ム 活 動 に、

」 」

「 「

週 当 り 担 当 時 数 を 週 当 た り 担 当 時 数 に改める。

」 」

附 則

この規則は、平成26年４月１日から施行する。

島根県立高等学校通信教育規程の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年３月31日

島根県教育委員会委員長 土 田 好 明

島根県教育委員会規則第12号

島根県立高等学校通信教育規程の一部を改正する規則

島根県立高等学校通信教育規程（昭和32年島根県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

第８章の章名を次のように改める。

受講料、入学料、入学検定料及び聴講料第８章

第34条の見出し及び同条中「入学料及び入学検定料」を「受講料、入学料、入学検定料及び聴講料」に改め、同条に次

の１項を加える。

２ 高等学校等条例第７条第１項ただし書の教育委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書

の教育委員会規則で定めるときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるときとする。

⑴ 入学した年度の受講料を納付する場合 当該年度の８月１日から同月26日までの間

⑵ 各年度の７月からその翌年度の６月までの間に高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年法律第18号）

第３条第１項に規定する就学支援金の支給を受けていた者が、当該年度に納付すべき受講料を納付する場合 当該年

度の11月１日から同月26日まで

様式第１号別紙を次のように改める。
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号外第64号 島 根 県 報 平成26年３月31日

（別紙）

県立 高等学校教育課程 計画表
編成

変更

課 程 学 科 類型の名称

教 科 科 目 標準単位数 単 位 数 備 考

共通教科・科目単位数計

専門教科・科目単位数計

単 位 数 計

総合的な学習の時間

特 別 活 動

学校設定科目単位数

（注）１ 変更計画の場合は、変更部分の教科・科目・単位数を朱書し、事由書を添付すること。

２ 選択科目については、同時展開の科目ごとにア、イ・・・群を単位数の左に記して区別すること。

３ 代替科目については、相互の科目名の備考欄に代替した科目名、単位数を記入すること。

４ 本表は、２部提出すること。

５ その他参考資料を添付すること。
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号外第64号 島 根 県 報 平成26年３月31日

様式第５号中「２ 週当り個人別、各教科・科目別担当時数表（別紙２）」を「２ 週当たり個人別、各教科・科目別

担当時数表（別紙２）」に改め、同様式別紙１を次のように改める。
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号外第64号 島 根 県 報 平成26年３月31日

（別紙１）

年度 教 育 課 程 表

課 程 学 科 類型の名称

教 科 科 目 標準単位数 単 位 数 備 考

共通教科・科目単位数計

専門教科・科目単位数計

単 位 数 計

総合的な学習の時間

特 別 活 動

学校設定科目単位数

（注）１ 科別に作成すること。

２ 各教科・科目の記載順は学習指導要綱に示す順序によること。
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号外第64号 島 根 県 報 平成26年３月31日

様式第５号別紙２中「年度週当り個人別、教科別、科目別担当時数表」を「年度週当たり個人別、教科別、科目別担当

「 「 「

時数表」に、 ホ ー ム ル ー ム を ホームルーム活動 に、 週 当 り 担 当 時 数 を

」 」 」

「 「

担当教員 年齢 担当教員

「

週当たり担当時数 に改め、同様式別紙３中 を に改

」

」 」

「 「

め、同様式別紙４中 １Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ４Ｒ を Ｒ に改める。

」 」

附 則

この規則は、平成26年４月１日から施行する。

島根県立高等学校授業料減免取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年３月31日

島根県教育委員会委員長 土 田 好 明

島根県教育委員会規則第13号

島根県立高等学校授業料減免取扱規則の一部を改正する規則

島根県立高等学校授業料減免取扱規則（昭和43年島根県教育委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。

題名中「授業料」を「授業料等」に改める。

第１条中「減免」の次に「及び条例第７条第２項に規定する受講料の減免（以下「授業料等の減免」という。）」を加

える。

第２条を次のように改める。

（減免の対象）

条例第６条第１項第１号（条例第７条第２項において準用する場合を含む。）の教育委員会規則で定めるもの第２条

は、学習意欲が旺盛である者とする。

２ 条例第６条第１項第２号（条例第７条第２項において準用する場合を含む。）の授業料を減免する必要がある者とし

て教育委員会規則で定めるものは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年法律第18号。次項第１号にお

いて「就学支援金支給法」という。）第３条第２項第２号に該当することとなったことについて、休学、負傷又は疾病
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号外第64号 島 根 県 報 平成26年３月31日

の療養その他のやむを得ない理由がある者（高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令（平成22年政令第112

号）第１条第２項に規定する者に該当するものを除く。）とする。

３ 条例第６条第１項第３号（条例第７条第２項において準用する場合を含む。）の授業料を減免する必要がある者とし

て教育委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

⑴ 就学支援金支給法第３条第２項第３号に該当する者であって、同号に規定する保護者等（第５条第３項において

「保護者等」という。）の失職等の家計急変のため、就学支援金支給法第３条第１項に規定する就学支援金の支給を

受ける者との均衡上授業料を減免する必要が生じたもの

⑵ 前号に掲げる者のほか、授業料を減免する必要がある者として島根県教育委員会教育長（以下「教育長」とい

う。）が定めるもの

第３条中「授業料」を「授業料等」に改める。

第４条中「授業料」を「授業料等」に改め、「次の表」の次に「の左欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ同表の右

欄」を加え、同条の表を次のように改める。

課 程 減免月額

全日制の課程、定時制の課程（単位 条例で定めるところにより毎月納入すべき金額に相当する額

制による課程を除く。）及び専攻科

定時制の課程（単位制による課程に 履修する科目の単位数に応じて別に定める金額

限る。）及び通信制の課程

第５条第１項中「授業料の」を「授業料等の」に、「授業料減免願書（様式第１号）を校長に」を「次の各号の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める願書を」に改め、同項に次の各号を加える。

⑴ 次号及び第３号に該当しない者 授業料等減免願書（その１）（様式第１号）

⑵ 条例第６条第１項第２号（条例第７条第２項において準用する場合を含む。）に該当する者 授業料等減免願書

（その２）（様式第２号）

⑶ 条例第６条第１項第３号（条例第７条第２項において準用する場合を含む。）に該当する者（第２条第３項第２号

に該当する者を除く。） 授業料等減免願書（その３）（様式第３号）

第５条第２項を次のように改める。

２ 前項第１号及び第２号の願書は、校長に提出するものとする。この場合において、校長は、願書の提出を受けたとき

は、その内容を調査し、授業料等減免者推薦調書（様式第４号）を添えて、教育長に提出しなければならない。

第５条に次の１項を加える。

３ 第１項第３号の願書は、保護者等の収入の状況に関して教育長が定める書類を添えて教育長に提出しなければならな

い。

第６条第１項中「授業料」を「授業料等」に改める。

第７条第２項中「授業料減免決定通知書（様式第３号）」を「授業料等減免決定通知書（様式第５号）」に改める。

第８条第１項中「授業料」を「授業料等」に、「第２条各号のいずれかに」を「条例第６条第１項（条例第７条第２項

において準用する場合を含む。）に規定する者に」に、「、属する」を「属する」に改め、同条第２項中「決定を授業料

減免取消通知書（様式第４号）」を「規定により授業料等の減免を行わないこととしたときは、授業料等減免取消通知書

（様式第６号）」に改める。

第９条中「授業料の」を「授業料等の」に、「授業料減免者異動報告書（様式第５号）」を「授業料等減免者異動報告

書（様式第７号）」に改め、同条第２号中「転学」の次に「、転籍」を加える。

様式第５号中「授業料減免者異動報告書」を「授業料等減免者異動報告書」に、「島根県立高等学校授業料減免者」を

「島根県立高等学校授業料等減免者」に、「島根県立高等学校授業料減免取扱規則」を「島根県立高等学校授業料等減免

取扱規則」に改め、同様式を様式第７号とする。

様式第４号中「授業料減免取消通知書」を「授業料等減免取消通知書」に、「島根県立高等学校授業料減免」を「島根
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号外第64号 島 根 県 報 平成26年３月31日

県立高等学校授業料等減免」に、「授業料減免を」を「授業料等減免を」に改め、同様式を様式第６号とする。

様式第３号中「授業料減免決定通知書」を「授業料等減免決定通知書」に、「島根県立高等学校授業料減免」を「島根

県立高等学校授業料等減免」に、「島根県立高等学校授業料減免取扱規則」を「島根県立高等学校授業料等減免取扱規

則」に、「授業料減免決定後」を「授業料等減免決定後」に、「授業料減免を」を「授業料等減免を」に改め、同様式を

様式第５号とする。

様式第２号中「授業料減免者推薦調書」を「授業料等減免者推薦調書」に、

「

高等学校 科 第 学年 組

氏 名

学

習

に

対

す

る

意

欲

」

を

「

高等学校 科 第 学年 組

※全日制・定時制・通信制 氏 名

学

習

に

対

す

る

意

欲

修 （在学期間が通算36月（定時制・通信制にあっては48月）を超過した者について記入）

業

年

限

超

過

の

事

由

」

に、「授業料減免者として」を「授業料等減免者として」に、「授業料減免を」を「授業料等減免を」に改め、同様式を

様式第４号とする。
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様式第１号表面中「島根県立高等学校授業料減免願書」を「授業料減免願書（その１）」に、

「

島根県立 高校 科 第 学年 組

」

を

「

島根県立 高校 科 第 学年 組 ※全日制・定時制・通信制

」

に、「授業料の」を「授業料等の」に改め、同様式裏面中「島根県立高等学校授業料減免」を「島根県立高等学校授業料

等減免」に改め、同様式の次に次の２様式を加える。
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（第５条関係）様式第２号

在学期間が通算36月（定時制・通信制にあっては48月）を超過した者

（ ）

授業料等減免願書（その２）

高等学校担当者検印 ㊞

島根県立 高校 科 第 学年 組 ※全日制・定時制・通信制

本 人 氏 名 保護者等現住所

本人現住所 ※自宅・学寮・下宿・間借・その他

保護者等の収入の状況

続柄 氏 名 年齢 同居・別居 職業 本年度の市町村民税所得割額

本年度の市町村民税所得割額合計

学校名 学校の種類・課程・学科 年 月 日

～ 年 月 日

（うち就学支援金支給停止期間）

年 月 日

～ 年 月 日

学校名 学校の種類・課程・学科 年 月 日

～ 年 月 日
高等学校等における

（うち就学支援金支給停止期間）
在学期間

年 月 日

～ 年 月 日

学校名 学校の種類・課程・学科 年 月 日

～ 年 月 日

（うち就学支援金支給停止期間）

年 月 日

～ 年 月 日

在学期間が通算36月

（定時制・通信制に

あっては48月）を超

過した理由

授業料等の減免を受けたく連署してお願いします。

年 月 日

本人氏名 ㊞

保護者氏名 ㊞

島根県教育委員会教育長 様

（注）１ ※印欄は、○印で囲むこと。

２ 「続柄」欄には、本人からみた続柄を記入すること。

３ 「職業」欄の職業については、農業・自営業（業種）・会社員・公務員等の区分で記入すること。

４ この願書（添付書類を含む。）は、定められた保存期間が過ぎたら、島根県教育委員会で適切に処分しま

す。
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（第５条関係）様式第３号

家計急変のため、就学支援金の支給を受ける者との均衡上授業料を減免する必要が生じた者

（ ）

授業料等減免願書（その３）

島根県立 高校 科 第 学年 組 ※全日制・定時制・通信制

本 人 氏 名 保護者等現住所

本人現住所 ※自宅・学寮・下宿・間借・その他

保護者等の収入の状況

続柄 氏 名 年齢 同居・別居 職業 本年度の所得見込金額（税込）

本年度の所得見込金額（税込）合計

学校名 学校の種類・課程・学科 年 月 日

～ 年 月 日

（うち就学支援金支給停止期間）

年 月 日

～ 年 月 日

学校名 学校の種類・課程・学科 年 月 日

～ 年 月 日
高等学校等における

（うち就学支援金支給停止期間）
在学期間

年 月 日

～ 年 月 日

学校名 学校の種類・課程・学科 年 月 日

～ 年 月 日

（うち就学支援金支給停止期間）

年 月 日

～ 年 月 日

家計急変の内容

授業料等の減免を受けたく連署してお願いします。

年 月 日

本人氏名 ㊞

保護者氏名 ㊞

島根県教育委員会教育長 様

（注）１ ※印欄は、○印で囲むこと。

２ 「続柄」欄には、本人からみた続柄を記入すること。

３ 「職業」欄の職業については、農業・自営業（業種）・会社員・公務員等の区分で記入すること。

４ この願書（添付書類を含む。）は、定められた保存期間が過ぎたら、島根県教育委員会で適切に処分しま

す。

 
14



号外第64号 島 根 県 報 平成26年３月31日

附 則

この規則は、平成26年４月１日から施行する。

島根県立高等学校等条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則をここに公布する。

平成26年３月31日

島根県教育委員会委員長 土 田 好 明

島根県教育委員会規則第14号

島根県立高等学校等条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

（趣旨）

この規則は、島根県立高等学校等条例の一部を改正する条例（平成26年島根県条例第24号。以下「改正条例」と第１条

いう。）附則第４項の必要な経過措置に関する事項を定めるものとする。

（経過措置）

平成26年度に県立高等学校に入学し、又は編入学した者（専攻科へ入学し、又は編入学した者を除く。）に係る第２条

同年度分の授業料については、改正条例による改正後の島根県立高等学校等条例（昭和39年島根県条例第27号）第４条

第１項の規定にかかわらず、各月に納付すべき額を、当該月の初日前に納付することができる。

前条の規定により各月に納付すべき額を当該月の初日前に納付した者が、当該前納に係る月前に当該高等学校又第３条

は当該課程に在籍しないこととなった場合は、改正条例による改正後の島根県立高等学校等条例第９条の規定にかかわ

らず、当該前納に係る月分の授業料を還付する。

附 則

この規則は、平成26年４月１日から施行する。
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